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大
小
さ
ま
ざ
ま
な
企
業
法
務

を
手
掛
け
て
い
る
「
前
田
尚
一

法
律
事
務
所
」。
前
田
尚
一
代

表
は
弁
護
士
に
な
り
今
年
で　
２２

年
目
。
難
し
い
と
さ
れ
る
数
あ

る
訴
訟
を
解
決
に
導
い
て
い
る

ベ
テ
ラ
ン
弁
護
士
だ
。

「
法
律
は
弱
い
立
場
に
あ
る
人

で
は
な
く
、
法
律
を
知
っ
て
い

る
人
に
味
方
し
ま
す
。
ト
ラ
ブ

ル
が
起
こ
っ
て
か
ら
相
談
す
る

臨
床
法
務
で
は
な
く
、
ト
ラ
ブ

ル
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
相
談

す
る
予
防
法
務
が
必
要
」
と
前

田
代
表
は
事
前
の
予
防
策
が
大

切
だ
と
呼
び
か
け
る
。

　

企
業
の
法
律
対
策
は
机
上
の

空
論
に
な
り
が
ち
だ
が
、
前
田

代
表
の
豊
富
な
裁
判
経
験
を
駆

使
し
て
提
案
す
る
対
策
は
、
万

が
一
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ

た
場
合
で
も
、
被
害
を
最
小
限

に
抑
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

�
裁
判
を
想
定
�
し
た
も
の
。

判
例
誌
や
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
取

り
上
げ
ら
れ
た
事
案
も
多
い
。

解
雇
問
題
や
債
権
回
収
、
事
業

承
継
な
ど
多
様
化
す
る
企
業
の

ニ
ー
ズ
に
幅
広
く
応
え
て
い
る
。

　

顧
問
弁
護
士
と
し
て
の
ニ
ー

ズ
も
多
く
、
個
別
案
件
の
処
理

の
ほ
か
、
面
談
や
電
話
で
の
相

談
、
各
契
約
書
の
作
成
な
ど
業

種
業
態
に
応
じ
て
必
要
と
な
る

書
類
の
提
供
を
随
時
行
っ
て
い

る
。
料
金
は
会
社
の
規
模
や
内

容
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
月
額

３
万
円
が
目
安
だ
。

「
経
営
者
は
皆
孤
独
で
す
。
面

じ
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
�
期
�

を
逃
さ
な
い
た
め
に
も
利
用
し

て
ほ
し
い
」
と
前
田
代
表
。
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無
料
相
談
も
行
っ
て
い
る

02

前
田
尚
一
代
表
弁
護
士

談
で
は
、
経
営
、
法
律

に
関
す
る
話
だ
け
で
は

な
く
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

を
含
め
た
相
談
に
も
応


